
 

議案第 38号 

 

 

専決処分（令和６年度野々市市一般会計補正予算第１号）の承認について 

 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 179条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の 

 

規定によりこれを報告し承認を求める。 

 

 

 

  令和６年６月 10日提出 

 

 

 

野々市市長 粟   貴 章   

 

 



 

専決第７号 

 

地方自治法第 179条第１項の規定により、令和６年度野々市市一般会計補正予算を次のとおり専決する。 

 

 

令和６年度野々市市一般会計補正予算（第１号） 

 

 

令和６年度野々市市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 82,644千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ 23,632,644千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１

表歳入歳出予算補正」による。 

 

 

令和６年４月１日専決 

 

野々市市長 粟   貴 章   

 



(単位：千円)

補　正　額 計款 項 補正前の額

歳　入

 10 国庫支出金 4,319,096

第１表　歳入歳出予算補正

82,644 4,401,740

  1 国庫負担金 3,092,975 82,644 3,175,619

　　　補正されなかった款に係る額 19,230,904 0 19,230,904

　　歳　　　　入　　　　合　　　　計　　 23,550,000 82,644 23,632,644



(単位：千円)

款 項 補正前の額 補　正　額 計

歳　出

  2 総務費 1,999,661 20,564 2,020,225

  1 総務管理費 1,533,198 20,564 1,553,762

　　歳　　　　出　　　　合　　　　計　　 23,550,000 82,644 23,632,644

  9 消防費 773,735 62,080 835,815

  1 消防費 773,735 62,080 835,815

　　　補正されなかった款に係る額 20,776,604 0 20,776,604


